
○津幡町福祉センター条例施行規則 

昭和４９年１０月１日 

規則第１７号 

改正 昭和５９年３月３１日規則第２号 

平成１３年３月１５日規則第１２号 

平成１６年１２月１０日規則第２８号 

平成１８年３月１０日規則第７号 

平成２０年３月３日規則第１１号 

平成２８年３月３１日規則第１４号 

令和２年９月１４日規則第２５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、津幡町福祉センター条例（昭和４９年津幡町条例第４５号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用承認の手続） 

第２条 条例第６条の規定により、津幡町福祉センター（以下「センター」という。）の使用の

承認を受けようとする者は、使用承認申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。

ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

２ 前項の申請書は、使用日の３月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、

町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 町長は、センターの使用を承認したときは、使用承認書（様式第２号）を申請者に交付する

ものとする。ただし、公用による使用の承認については、使用承認書の交付を省略するものと

する。 

（使用の変更） 

第３条 施設の使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）が使用承認事項の変更又は使用

承認の取消しを受けようとするときは、使用承認した使用期日の３日前までに使用変更（取消）

承認申請書（様式第３号。以下「変更承認申請書」という。）に使用承認書を添えて町長に提

出しなければならない。 

２ 町長は、変更承認申請書を受理し、適当であると認めるときは、使用変更（取消）承認書（様

式第４号）を使用者に交付する。 

（使用料の減免） 



第４条 条例第９条の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。 

（１） 国又は他の地方公共団体が町と共催で実施する事業で利用する場合 全額 

（２） 町内の社会教育関係団体が生涯学習のための事業で使用する場合 全額 

（３） 町内の福祉団体が社会福祉のための事業で使用する場合 全額 

（４） 町内の産業又は経済活動を行う団体が社会福祉のための事業で使用する場合 全額 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書（様式第５号）に使用承認書を添え

て町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。 

（使用料の還付） 

第５条 条例第１０条ただし書の規定により使用料を返還する場合の額は、次のとおりとする。 

（１） 施設の管理の都合により施設を使用させることができない場合 既納の使用料の全額 

（２） 使用者が、天災その他の自己の責めによらない理由により、施設を使用できなくなっ

た場合 既納の使用料の全額 

（３） 使用者が、使用日前３日までに使用の取消しを申請し、取消しの承認を受けた場合 既

納の使用料の全額 

（４） 使用者が、使用日前日までに使用の取消しを申請し、取消しの承認を受けた場合 既

納の使用料の５割相当額 

２ 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書（様式第６号）

を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の使用料返還申請書申請書を受理し、返還の可否を決定したときは、使用料返

還承認書（様式第７号）を当該申請をした者に交付する。 

（使用者の遵守事項） 

第６条 使用者は、センターの使用に関し、事前に施設の管理者と使用方法その他必要な事項の

打合せを行わなければならない。 

２ 使用者は、使用にかかる規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならな

い。 

３ 使用者は、前２項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 承認を得ない室又は附属設備器具等を使用しないこと。 

（２） 承認を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。 

（３） 承認を得ないで、物品の販売、寄附金の募集、飲食物の提供等をしないこと。 

（４） 収容定員数を超えて入室させないこと。 



（５） 条例第５条各号のいずれかに該当するものに対しては、その入場を拒み、又は退場さ

せること。 

（６） 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。 

（７） 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用にかかる室内等の秩序を維持すること。 

（８） その他施設の管理者の指示に従うこと。 

（入場者の遵守事項） 

第７条 センターに入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 必要な場所以外に出入りしないこと。 

（２） 定められた場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。 

（３） 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（４） センター及び敷地内を不潔にしないこと。 

（５） その他施設の管理者の指示に従うこと。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年３月３１日規則第２号） 

この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月１５日規則第１２号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月１０日規則第２８号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月１０日規則第７号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１４号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月１４日規則第２５号） 

この規則は、令和３年１月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

 


